
事業主の皆様へ
給与支払報告書（源泉徴収票）の様式が変わります。
　平成28年分として提出いただく分から、新様式とな
ります。
　 い い 合 い

の い

▽  大きな変更点
①用紙サイズがＡ６からＡ５になります。
②給与受給者及び扶養親族の個人番号の記載等が必要に
　なります。

▽  注意点
①事業主の方は、平成28年中に支払った給与等につい
　て、給与支払報告書（総括表及び個人明細書）を作成
　し、給与受給者が平成29年１月１日現在居住してい
　る市町村（長）に提出してください。
②提出いただく際には、総括表を忘れずに添付し、特別
　徴収の方と普通徴収の方を区別ください。
③新様式は11 17 役場税務出納課窓口に
　て準備しています。

　提出は平成29年１月31日（火）必着です。

【問い合わせ】
税務出納課町民税係　☎８５- ６１３２（直通）
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 注 意
　督促状発送後も納付がない状態が続き
ますと、必要に応じて財産調査などを実
施し、差押えに進みます。差押え財産は
当方で決定し、事前の連絡はありません。
差押えた給与・預金・保険等は（保険は
解約のうえ）未納の税金に充当されます。
動産・不動産は公売により換価のうえ、
同じく未納の税金に充てられます。

※納期限を一定期間以上経過しますと延
滞金が発生し、さらに納付額が増加し
ます。お手元の納付書をご確認いただ
き、納期限が過ぎているものがありまし
たら早急に納付いただきますようお願い
します。

税務出納課からのお知らせ￥
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